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客観的根拠に基づく政策（Evidence-Based Policy）
形成を促すために

No.183 2004年5月

とかく現代は多種多様な問題を抱えている上に、情報が錯綜しており、国民が適切な選

択をするのは容易でない。政策選択オプションが必ずしも的確に提供されていない場合

がある。そういう中で、実際の政治過程では日々の状況を反映した漠然とした雰囲気で

政策が決まっている感もあり、説明責任が十分とは言い難い。その結果、国民は政策の

費用と便益を理解し納得していないため、納めた税金が有効に使われていないという不

信さえ生じている。しかし、例えば次の分野では、従来の専門家の経験や勘に代わって

客観的な根拠を活用するようになってから、パフォーマンスが改善しているという。

最近の医療では、客観的根拠に基づく医療（Evidence-Based Medicine）が台頭してい

る。従来は医者の漠然とした経験や慣習によって治療が行われてきたこともあり、患者

個人の不利益や医療費の高騰に結びついたという。この反省に立って、実証的データに

基づいて治療方針が立てられることになり、効果的な質の高いものへと改善している。

また、マーケティングでも、新製品や新サービスを実験的に静岡県に投入するのが定石

らしい。静岡は日本の縮図であり、反響を見て、全国展開するかどうか、新製品の最適

な生産数量が一定の精度で分かるようになったという。

同様のことを政策決定過程に導入できないものだろうか。いわゆるＰＤＣＡ（Plan-Do-

Check-Action）の一連のサイクルを実行する上で、Checkに係る部分として、また説明

責任を果たす上で定量的な政策評価が不可欠となっている。そして、政策に対する国民

の理解と納得を得る観点から、このような客観的な根拠に基づく政策（Evidence-
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Based Policy）の策定が望まれている。実際、どの程度定量的な政策評価ができている

のだろうか。

マクロ経済政策分野では、従来からマクロ計量モデルというツールにより、政策効果が

定量的に測定されている。その短期的な効果は一定のコンセンサスを得ており、実際に

経済対策の効果は内閣府の短期日本経済マクロ計量モデルに基づいて試算されている。

他方、労働分野においてはどうだろうか。雇用制度の設計を含め、論者あるいは理論モ

デルによって結論にはかなりの幅があり、結局は実証研究の結果で決着をつけるべきも

のが多い。にもかかわらず雇用政策の効果の定量的な把握の蓄積はまだまだ不十分であ

る。これはひとえに分析に必要な的確な統計や調査（特にパネル調査）が少ないことに

加え、特に、雇用保険など業務統計を含む政府の統計に関してはミクロの行動主体を的

確に解析する上で不可欠な個票データの入手が困難なことが原因である。

前者については、統計や調査の拡充は個人や企業の報告者の負担を重くする。従って、

利活用の少ない調査は思い切ってスクラップして全体の報告者負担を増やさない代わり

に、政策評価を行う上で必要な調査は、新設ないし拡充を図ることが重要であろう。

後者については、個人情報保護や企業機密に関わるので、一定の制限は理解できるが、

諸外国と比べて極めて規制が強すぎて、若手研究者が単独で個票を利用するのは非常に

難しい。個票の利用制限は利用可能な研究者の独占的地位を高めて、実証研究の積み重

ねや切磋琢磨を抑えている面もある。現在では個票中の個人や企業の特定を不可能にす

るプライバシー保護技術が進歩しており、政策研究を促す観点から民間法人への開放を

含め利用規制を緩和すべき時期となっている。

さらに、制度や規制についても定量的な政策評価ができないであろうか。これまで一国

一制度の原則から改正前と改正後の時系列の変化があっても、地域毎の差異がなかった

ため、非常に困難であった。しかし、これを実現するツールが最近登場した。昨年４月

から導入された構造改革特別区域制度は、複数の制度を許容するため、政策評価の実験
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に応用できる。時期を限って実験的に規制の強度で差異のある複数の制度を同時に導入

して、併せて調査を行う。個票レベルの実証分析を通じた政策評価を踏まえて、より良

い制度・規制を設計できるようになる。もちろん、実験の過程で社会的に甚大な悪影響

があれば実験を中止できるような仕組みも導入しなければならない。また、地域毎の分

析を行うのに十分なサンプル数を確保するため、報告者負担や調査コストが増える。こ

のため、効果的な調査にしなければならない。

以上では、定量的な政策評価に不可欠なインフラ整備の重要性について述べた。もっと

も、自戒を込めて述べると研究者に求められていることは全くないとは言えない。研究

論文の数を増やしたり、実証分析を客観的に行おうとする余り、どの要因が有意かどう

かという議論だけに終始して、分析の後はあまり熱心ではない点である。要するに、分

析結果に基づき必要なら世の中を動かすのが最も重要である。従って、分析に終始する

のではなく、結果の解釈に一ひねり工夫を加え、実際の政策提言や運動に積極的に結び

付けていくことを心がけるべきである。これは貴重な時間を削って調査に協力した報告

者に対する社会的な還元の上でも重要である。還元が十分でないと有効回答率が低下

し、研究者も困ることになる。

最後に、完全失業率に顕著な低下がみられないなど、厳しい雇用情勢が続いている。こ

うした中で、連合総研は、雇用分野を中心とした豊富なアンケート調査を行い、必要な

個票データを研究者に提供したり、自ら分析することを通じて、政策を評価し、国民に

対し政策オプションを具体的に提示し、客観的な根拠に基づく政策形成の一端を担って

いる。こうした役割はこれからも益々大きくなっていくものと思われる。
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寄 稿

いまこそ労働時間短縮を

専修大学名誉教授 正村公宏

日本経済は長期不況から脱却する展望を見いだせないでいる。好転の兆候とされる統計

が発表されているが、雇用情勢の抜本的改善の見通しをもつのは困難である。

いまの失業率の高さには2つの要因が作用している。ひとつは1980年代のバブルが崩壊し

たあとの金融危機と投資および消費の停滞である。もうひとつは異常な円高である。円

高は、中国を含む東アジア・東南アジアの工業化にともなう国際分業の再編成の圧力を

増大させ、産業の空洞化を加速させた。

いまは、不況による輸入の低迷が円高を定着させ、景気の好転を阻害している。日本経

済は、これまでの政府の失政の累積の結果として一種のトラップ（容易に抜け出すこと

ができないワナ）にはまり込んだのである。

経済的不均衡の基礎にあるのは社会的不均衡である。大幅な貿易黒字は国内の貯蓄超過

＝投資不足の反映である。日本の1人あたり所得は1970年代に欧米の先発工業国に追い付

いたが、日本人は、生活時間と生活空間を変えて生活の質を改善するために高められた

生産力を活用することに失敗したのである。

労働時間が短縮されず、通勤時間やその他の非公式の拘束時間が長いため、家族がとも

にすごす自由な時間は増加しなかった。
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私は、1980年代以来、労働組合の春闘討論集会での講演の誘いを受けても、原則として

断りつづけた。「労働の過剰供給をつづけながら労働の価格である賃金の引き上げを要

求するのは経済学のイロハに反する」というのが私の主張であった。

いまでも日本の労働組合は賃金引き上げの運動に大きなエネルギーを注いでいるが、私

には、運動の重点の置き方が基本的に誤っているように見える。組織の事情からそうせ

ざるをえないのかも知れないが、率直にいって原理的にも歴史的にも正当でないと思

う。

経営者の団体は、労働組合の賃上げを牽制するために日本の賃金はアメリカより高いと

いう統計を示したりしているが、愚かしい議論である。日本の賃金がアメリカより高い

のは円相場が異常に高いからである。円相場が日米の通貨の各国内における購買力に対

応する水準に落ち着けば、日本の賃金が特別に高くないことがはっきりするはずであ

る。

私は日本の賃金が高いから賃上げの優先順位は低いと考えているわけではない。

労働を過剰に供給しながら賃上げを要求するのは原理的に妥当でない。賃金を引き上げ

たいと思ったら、労働基準法を改定して労働時間を大幅に短縮するのが有効である。

私がもっと重要だと思うのは、国民の生活のありようを根底から変えるために労働時間

短縮を優先させることこそが、労働組合の歴史的使命である、ということである。

青少年の凶悪な犯罪が私たちを驚かせている。日本の家庭教育と学校教育の全体がおか

しくなっている。子どもたちに社会を維持して生きていく基本的能力を身につけさせる

ことができなくなりつつある。家庭の機能の劣化による人間の劣化が進行している。

終夜営業のコンヴィニやファミレス、正月営業のデパートやスーパーが増加し、土佐の
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カツオや北海道のホタテが翌日に東京で食べられるといった便利さが追求される陰で、

夜は父親がいない（そして昼間は眠っている）家庭が増加している。トラックの運転手

の過労は、交通災害による死者を増加させる要因になっている。私たちは、そうした現

状に心底からの怒りをもたなければいけない。

たんぼのまんなかに忽然と大型店が姿をあらわして夜の9時まで営業するようになり、駅

前の商店街が急速に崩壊に向かっている。小規模事業所の数が減少し、身近なところに

存在していた就業機会が消滅している。

私たちの社会は、産業主義と商業主義に支配されすぎている。産業主義は、ともかく生

産を増やさなければならない、人々を猛烈に働かさせなければならないというイデオロ

ギーである。商業主義は、ともかく販売を増やさなければならない、どきつい広告でも

なんでも使って人々の欲望を操作しなければならないというイデオロギーである。

不況が長期化するなかで多くの人間が失職し、職場に残された人間の労働が強化され、

失業自殺と過労死・過労自殺が同時に増加するという悲惨が起きている。

近年、タイムレコーダーで労働時間を管理できない職場が増加している。タイムレコー

ダーが実質的意味をもたない職場も多くなっている。夜、自宅に帰ってから取引先と電

話で交渉している営業部員もいるし、休日に家族とすごしているときも新製品の設計が

頭から離れない研究開発部門の人間もいる。

日本人の働き方と暮らし方を変えるには文化を変えなければならないと思う。しかし、

そうであるからこそ、まず、タイムレコーダーで管理されている人々の働き方を規制す

る労働基準法を変える必要がある。

休日出勤の割増賃金率を100％、平日の残業の割増賃金率を50％に引き上げ、年次有給休

暇の完全付与を義務づけ、違反した経営者に対する厳しい罰則を設けることが、当面の

緊急課題である。そのようにすれば1時間あたりの賃金は確実に上昇する。残業が減って
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も総賃金収入が増加する可能性さえある。

不況のさなかに時短どころでないというのが政府や経営者の反応であろうが、そういう

ことをいっているから日本はいつまでたってもよくならないのだ。仮にそうした大胆な

変革の提案に相場が反応して円安が進行するとしたら、かえって好都合ではないか。

労働時間短縮を有効にすすめるためにも、多様な働き方を可能にする制度体系を整備す

る必要がある。フルタイマーであるかパートタイマーであるかという区分と正規の従業

員であるか非正規の従業員であるかという区分は、まったく違うものである。正規の従

業員であって短時間労働者であるという働き方があたりまえである社会をつくる必要が

ある。

多様な働き方を認める制度体系は、個人の選択を広げると同時に社会による多様な人材

の有効活用を可能にする。既得権に拘束されないで租税制度と社会保険制度を根底から

つくりかえる改革が不可欠である。
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報 告 1

継続雇用の現在と未来

－理想的な継続雇用を目指して－

福島学院大学短期大学部情報ビジネス科 専任講師 畑井 治文

現下の重要な政策課題である「高年齢者雇用施策」について、連合総研が昨年実施した連合構
成産別加盟組合企業104社を対象としたヒアリング調査の結果概要を、4月号「高年齢者ワーク
シェアリング制度」、5月号「定年引上げ・継続雇用制度」、6月号「再就職援助制度」の3回
にわたって報告する。

1．はじめに

公的年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、「高齢者の雇用確保」はより一層重要な政策課題
となってきている。先日発表された厚生労働省労働政策審議会建議（平成16年1月20日発表）
をみても、「65歳までの雇用機会の確保」という方向性は、日本企業を取り巻く大きなうねり
となりつつある。雇用する側、雇用される側双方にとって、この問題から目が離せない状況に
なってきている。
そこで本論（注）では、定年引上げ・継続雇用など「60歳代前半層の雇用機会の拡大」に関す
る日本企業の取り組みの現状を明らかにするとともに、「継続雇用」の未来を考える上で必要
な視点を整理・提示していくこととする。

2．継続雇用の内実

（1）継続雇用を考える6つの視点
公的年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、「定年引上げ」を求める声も聞かれるが、近年の
厳しい経営状況を前提とすると、一律の定年延長に踏み込める企業は少数派であることは間違
いない。継続雇用に取り組んでいる企業の大多数は、名称こそ様々であるが、定年時（もしく
は定年前）に一旦雇用契約を打ち切り、その後一定期間雇用を延長する「再雇用制度」を導入
している。継続雇用の現状は「再雇用制度」を中心に考えていく必要がある。

労働組合の立場からすると「定年引上げ」は理想路線、「再雇用制度」は現実路線といえるだ
ろう。もちろん理想路線を主張し続けることも必要であるが、その一方で現実路線を充実させ
ていくことも大切である。継続雇用のベストプラクティスを探し出すために、今回は以下
の6つの視点を軸に「再雇用制度」にアプローチし、その内実を探っていくこととする。
① 再雇用制度の導入の背景（高齢者観）
② 対象者の範囲
③ 対象者の選考
④ 雇用期間
⑤ 職場・仕事内容
⑥ 働き方の多様性

（2）再雇用制度の導入の背景（高齢者観）
まず再雇用制度の導入の背景は、以下の4つに大別することができる。第1は「人的資源有効活
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用」であり、これには日々の仕事を進めていく上で、高齢者が有する知識・能力や資格が必要
不可欠であるため、高齢者を重要な戦力と位置付けている企業が該当する。第2は「技能継
承」であり、これには特殊な技術・技能を後進に伝える必要があるため、高齢者を指導役とし
て職場に残しておきたいと考えている企業が該当する。第3は「低コスト」であり、これには
再雇用に伴って仕事経験が豊富な高齢者を相対的に安価で雇用できるという考え方を持つ企業
が該当する。最後は「社会的趨勢」であり、これには公的年金制度改革などの社会的状況の変
化により、従業員の生活設計支援が必要であると判断した企業や、業界団体や労働組合など社
内外の意見に応える形で高齢者の雇用確保に取り組んだ企業が該当する。

以上のように整理すると、再雇用制度の導入の背景は「社会的趨勢」が49ケース（62.0％）で
最も多く、これに「人的資源有効活用」が48ケース（60.8％）で続いている。再雇用制度を導
入している企業は、公的年金制度改革などの社会的状況を強く意識していると同時に、高齢者
を重要な戦力として位置付けている。単に高齢者の生活保障という観点だけでは、「再雇用制
度」の普及は進まないということがわかる。一方、「技能継承」と「低コスト」を導入の背景
としてあげた企業は、それぞれ17ケース（21.5％）、4ケース（6.3％）に止まっている。「低
コスト」のように企業側の都合を中心にしていては、「再雇用制度」の普及は進まないのであ
ろう。

（3）対象者の範囲
再雇用制度の対象者については、「対象者限定なし」と「対象者限定あり」の場合に二分され
る。「対象者限定なし」は文字通り全従業員を対象としているのに対して、「対象者限定あ
り」は組合員限定や職種限定など、特定の従業員層を対象として再雇用制度を導入している場
合を指している。機会の公平性の観点から言えば、「対象者限定なし」の再雇用制度が理想的
であろうが、「対象者限定なし」（23ケース、29.1％）に比べて、「対象者限定あり」
（41ケース、51.7％）の方が多数派となっている。なお、労働組合からの要求をきっかけに再
雇用制度の導入に踏み切った企業も多いことから、組合員限定とする企業が目立っている。

（4）対象者の選考
再雇用制度の対象者であれば、本来、希望者全員が再雇用されるという状況が望ましいが、実
際は何らかの選考基準によって希望者をふるいにかけている企業も少なくない。再雇用制度の
導入に際して、対象者の選考を行うか否かという問題（希望者全員or会社側が選考という問
題）は、労使間で常に意見の分かれる点であるが、現状としては何らかの基準で「会社側が選
考」（59ケース、74.7％）しているケースが圧倒的に多い。この背景には、高齢者は個体差が
大きいため、企業側の立場としては、希望者全員を再雇用するということにはリスクが大きす
ぎるという事情がある。

また、ここで注目すべきは「選考基準」の問題であろう。今回の調査対象企業をみると、文言
こそ様々であるが、「余人をもって代えがたし」という抽象的な表現で選考基準が示されてい
ることが多く、必ずしも透明性に富んでいるとは言い難い状況にある。従業員にとって、抽象
的あるいは曖昧な基準で選考が行われることほど、ストレスの大きいものはないだろう。今
後、再雇用制度を普及させるためには、制度に対する信頼性は必要不可欠であり、選考基準の
透明性を図ることが重要課題となってくる。

（5）雇用期間
「高齢者の雇用確保」は何歳までとすべきなのだろうか。生涯現役（エイジフリー）を目指す
のか、65歳までとするのか、それとも公的年金支給開始年齢と連動させれば良いのだろうか。
理想論を言えば、「年齢に関係なく、働くことができる環境」、いわゆる生涯現役（エイジフ
リー）が最も望ましい形であるだろうが、近年の厳しい経営環境を勘案すれば現実的には難し
いと言わざるを得ない。

実際は、各企業とも現実路線の範囲内で、再雇用制度の雇用期間を模索しており、「65歳」
が28ケース（35.4％）で最も多く、「公的年金支給開始年齢に連動」が17ケース（21.5％）と
なっている。つまり、6割弱の企業が公的年金制度改革を念頭において再雇用制度の雇用期間
を設定していることがわかる。その一方で「64歳以下」も21ケース（26.6％）存在する。高齢
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者の生活保障という側面を意識しつつも、現実的に「 歳」や「公的年金支給開始年齢」まで
雇用を維持することが困難な企業も少なくないことがわかる。

（6）職場・仕事内容
再雇用者が勤務する職場や仕事内容はどのようになっているのであろうか。企業が高齢者の知
識・能力や資格を活かしたいと考えれば、当然、定年時と同じ職場や仕事内容に配置すること
が合理的である。また高齢者の立場からすると、再雇用後に職場や仕事内容が大きく変わって
しまうとすると、再雇用制度の利用に二の足を踏まざるを得ない。企業、高齢者双方にとっ
て、「定年時と同じ職場や仕事内容」が理想路線であることは言うまでもない。

しかし近年のような厳しい経営環境下では、高齢者全員に対して、定年時と同じ職場や仕事内
容を保障することは非常に難しい。「再雇用を保障する代わりに、職場や仕事内容について
は、会社が指定するものを何でもしてもらう」と断言する人事担当者もいる。「原則定年時と
同じ」が43ケース（54.4％）と多数派ではあるが、「定年時と異なる」も27ケース（34.2％）
となっている。この職場・仕事内容は、「高齢者雇用」に対する各企業のポリシーが明確に反
映される部分であると言える。

（7）働き方の多様性
高齢期の働き方については、従業員個々人によって大きく希望が異なるであろう。定年前と同
じくフルタイムで働きたいと考える者もいるだろうし、1日のうち数時間だけ、もしくは1週間
のうち数日だけ働きたいと考える者もいるだろう。再雇用制度を普及させるためには、このよ
うな従業員個々人の多様な希望をかなえるための「仕掛け」が必要となってくる。

再雇用制度の導入を契機に、こうした「仕掛け」を取り入れる企業も少なくなく、「短時間勤
務などの制度利用者がいる」は28ケース（35.4％）、「原則フルタイム＆短時間勤務などの制
度はあり」も13ケース（16.5％）存在する。半数以上の企業で高齢期の働き方に多様性を持た
せる工夫をしている。なお、このように働き方に多様性を持たせると、必然的に雇用管理上、
コスト増加の問題が出てくるため、シフト上の工夫や仕事の切り出し、その他、管理コストを
削減する方策を考える必要があるだろう。

以上、6つの視点から「再雇用制度」の内実を確認してきた。その結果、「再雇用制度」
は、①社会的趨勢及び人的資源有効活用を目的として導入が進められてきている。②対象者は
限定されており、さらに③会社の抽象的な選考基準で対象者が絞り込まれている。その上で、
選考に残った一部の高齢者についてのみ、④65歳もしくは公的年金支給開始年齢まで、⑤原則
定年時と同じ仕事を、⑥多様な働き方ですることができる。これが一般的な「再雇用制度」の
姿である。果たして、本当にこれで良いのであろうか。

3．今後の課題～理想的な「継続雇用」を
実現するための視点～

（1）「継続雇用」の未来を考えるための
フレームワーク
前節では「再雇用制度」の内実を明らかにしてきたが、ここではその結果を踏まえた上で、
「継続雇用」の未来を考えるための課題を整理していくこととする。図表1は、その際のフ
レームワークを示したものである。再雇用制度の中からは「制度の透明性（安心感）」、「公
的年金制度との連動」、「働き方の多様性」という3つのキーワードを、定年前の雇用施策の
中からは「生活設計の選択権」というキーワードを、そして最後に「再雇用制度を支える仕組
み」というキーワードを今後の課題としてあげた。以下、それぞれについて説明していきた
い。
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